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子育て支援課

No 質問項目 質問 回答

1 公募要領３ページ
第３－２
企画提案書の作成

　企画提案書の作成ですが、別紙様式第１に加筆する形で作成するので
しょうか？
　それとも、別紙様式第１を鑑として、任意様式にて作成してよいので
しょうか？

　別記様式第１は鑑として使用してください。企画提案書のその他の部分について
は、任意様式により作成して差し支えありません。

2 公募要領５ページ
第３－３（５）イ（イ）
岐阜県税に係る納税証明書
（全税目に未納の徴収金のな
い旨の証明書）及び消費税等
に係る納税証明書（その３）

　納税証明書は（その３の３）では不可でしょうか？ 　納税証明書については、公募要領記載のとおり、「その３」を提出してください。

3 仕様書23ページ
第14－10（１）
開発業務

　開発業務と運用・保守業務の金額比率が定められていますが、提示す
る見積書の内容に沿って比率を変えていただくことは可能でしょうか？

　開発業務及び運用・保守業務の業務委託料に係る金額の比率について、仕様書に記
載された比率を変更することはできません。
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